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生活困窮者等の自立を促進するための
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（平成30年法律第44号）の概要

生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への
進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直し等の措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずる。

改正の趣旨

１．生活困窮者の自立支援の強化（生活困窮者自立支援法）
(1) 生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化
① 自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進
・ 就労準備支援事業・家計改善支援事業を実施する努力義務を創設
・ 両事業を効果的・効率的に実施した場合の家計改善支援事業の国庫補助率を引上げ(1/2→2/3)

② 都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設
③ 都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設

(2) 子どもの学習支援事業の強化
① 学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化

(3) 居住支援の強化（一時生活支援事業の拡充）
① シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設 等

２．生活保護制度における自立支援の強化、適正化（生活保護法、社会福祉法）
(1) 生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援
① 進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付

(2) 生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助費の適正化
① 「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組を推進
② 医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化

(3) 貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援
① 無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化
② 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施

(4) 資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例 等

３．ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進（児童扶養手当法）
(1) 児童扶養手当の支払回数の見直し（年3回（4月,8月,12月）から年6回（1月,3月,5月,7月,9月,11月）） 等

改正の概要

平成30年10月１日（ただし、１．(2)(3)は平成31年４月１日、２．(1)は公布日、２．(2)①は平成33年１月１日、２．(3)は平成32年４月１日、３．は平成31年９月１日※ 等）

施行期日

※平成31年11月支払いより適用 2

平成30年６月１日成立
平成30年６月８日公布



生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化①

２．自立相談支援事業等の利用勧奨の努力義務の創設

・事業実施自治体の各部局（福祉、就労、教育、税務、住宅等）において、生活困窮者を把握した場合には、自立相談支援事業等
の利用勧奨を行うことを努力義務化。

・生活困窮者の自立支援の基本理念の明確化
①生活困窮者の尊厳の保持
②就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立といった生活困窮者の状況に応じた、包括的・早期的な支援
③地域における関係機関、民間団体との緊密な連携等支援体制の整備（生活困窮者支援を通じた地域共生社会の実現に向け
た地域づくり）

・定義規定を「生活困窮者とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低
限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」に見直す。

３．関係機関間の情報共有を行う会議体の設置

１．基本理念・定義の明確化

生活困窮者支援に携わる多数かつ他分野にわたる関係者間において、基本理念や定義の共有を図ることにより、適切か
つ効果的な支援を展開

関係部局との連携強化により、自立相談支援窓口につながっていない生活困窮者を確実につなげ、適切な支援を実施

・事業実施自治体は、関係機関等を構成員（※）とする、生活困窮者に対する支援に関する情報の交換や支援体制に関する検討
を行うための会議の設置をできることとする。
（※）自治体職員（関係分野の職員を含む）、自立相談支援事業の相談員、就労準備支援事業・家計改善支援事業等法定事業の支援員、各分野の
相談機関、民生委員等を想定。

・生活困窮者に対する支援に関する関係者間の情報共有を適切に行うため、会議の構成員に対する守秘義務を設ける。

会議における情報共有等の結果、世帯全体としての困窮の程度の把握等が進み、深刻な困窮状態にある生活困窮者や
困窮状態に陥る可能性の極めて高い生活困窮者等への早期、適切な支援が可能
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生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化②

４．自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施の促進

５．都道府県による研修等の市等への支援事業の創設、福祉事務所を設置していない町村による相談の実施
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自立相談支援事業

○家計に関する一般的なアドバイス
○各種給付の利用調整 等

○就労に関する一般的なアドバイス
○ハローワークへの同行支援 等

連続的・相互補完的

三事業の一体的実施

主任相談員

就労支援員相談員

家計改善支援事業 就労準備支援事業

直ちに就労が難しい人を対象に、
○コミュニケーション能力の習得、生
活習慣の改善等を就労体験などの
様々なメニューで実施

○家計表やキャッシュフロー表を用いた
月単位、 年単位の見直し
⇒自ら家計管理できる力を育てる

連続的・相互補完的

国費３／４

国費２／３
国費２／３国費１／２

・ 就労準備支援事業と家計改善支援事業について、自立相談支援事業と併せて一体的実施を促進するため、以下を講ずる。
① 就労準備支援事業と家計改善支援事業について、その実施を努力義務とする。
② 国は、両事業の適切な推進を図るために必要な指針を策定し、事業実施上の工夫等を図る。
③ 両事業が効果的かつ効率的に行われている一定の場合には、家計改善支援事業の補助率を引き上げる（1/2→2/3）。

※ 就労準備支援事業については、生活困窮者の利用促進につながるようなインセンティブを補助の仕組みとして設ける。

利用促進や定着
支援に要する費
用等を基準額に
加算

一体的に実施し
た場合の補助率
の引き上げ

インセンティブ
インセンティブ

・都道府県において、市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を越えたネットワークづくりなど市等を支援する事業
を努力義務化し、国はその事業に要する費用を補助（補助率：1/2）
・現行法では実施主体となっていない福祉事務所を設置していない町村であっても、生活困窮者に対する一次的な相談等を実施
することができることとし、国はその要する費用を補助（補助率：3/4）。

○事業の専門性を維持しつつ複数自治体による広域的な事
業実施（巡回又は特定曜日のみの実施等）

自治体が取り組みやすくなる事業実施上の工夫 ○「定員15人以上」要件の緩和 ○就労体験の中での一括実施
○障害福祉サービスとのタイアップによる実施等
○被保護者就労準備支援事業との一体実施
○複数自治体による広域的な事業実施

自治体が取り組みやすくなる事業実施上の工夫

これらの取組を通じ、
自治体の実情に留意
しながら、３年間の集
中実施期間での完全
実施を目指す

（参考）対象者要件の見
直し
・現行の年齢要件（65歳
未満）を撤廃

・資産収入要件について、
対象者を必要以上に限
定しないよう見直し



子どもの学習支援事業の強化・居住支援の強化（一時生活支援事業の拡充）

１．子どもの学習支援事業の強化

２．居住支援の強化（一時生活支援事業の拡充）

・ 現行の一時生活支援事業を拡充し、以下の対象者に対し、一定期間、訪問による見守りや生活支援等日常生活を営むのに必要な支援
を追加することにより、居住支援を強化。
① シェルター等を利用していた人
② 居住に困難を抱える人であって地域社会から孤立している人

（※）昨年改正された住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律）とも連携

・ 子どもの学習支援事業について、学習支援に加え、以下を担う「子どもの学習・生活支援事業」として強化。
① 生活困窮世帯における子ども等の生活習慣・育成環境の改善に関する助言
② 生活困窮世帯における子ども等の教育及び就労（進路選択等）に関する相談に対する情報提供、助言、関係機関との連絡調整

・日々の学習習慣の習慣づけ、授業等の
フォローアップ
・高校進学支援
・高校中退防止（定期面談等に
よる細やかなフォロー等） 等

・高校進学のための学習希望
・勉強、高校卒業、就労等の意義を感じられない

学習面
・家庭に居場所がない
・生活習慣や社会性が身についていない

・子どもとの関わりが少ない
・子育てに対する関心の薄さ

学習支援
（高校中退防止の取組を含む）

・学校・家庭以外の居場所づくり
・生活習慣の形成・改善支援
・小学生等の家庭に対する巡回支援の
強化等親への養育支援を通じた家庭
全体への支援 等

生活習慣・育成環境の改善

高校生世代等に対する以下の支援を強化
・進路を考えるきっかけづくりに資する
情報提供
・関係機関との連携による、多様な
進路の選択に向けた助言 等

教育及び就労（進路選択等）に関する支援

上記課題に対し、総合的に対応

生活困窮世帯の子ども等を取り巻く主な課題

支援を必要とする人同士や地域住民とのつながりをつくり、相互に支え合うこと（互助）にも寄与することにより、地域で継
続的・安定的な居住を確保
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子どもの学習・生活支援事業



貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な方への日常生活支援

○ 利用者の自立を助長する適切な支援環境を確保
するため、社会福祉法を改正し、法令上の規制を
強化

１．無料低額宿泊所の規制強化（貧困ビジネス規制）

○施設数：537､入所者数15,600人（うち生保受給者14,143人）
○居室面積：7.43㎡未満200施設(43%)

7.43～15㎡未満217施設(47%)
○食費､その他の費用（光熱水費､サービス利用料など）を徴収する施設
数､平均徴収月額： 結果として、86%の施設で、

被保護者本人の手元に残
る保護費が3万円未満

ガイドラインの基準：7.43㎡以上
住宅扶助面積減額対象：15㎡以下

食費 453施設(84%) 28,207円
その他の費用 469施設(87%) 15,597円

○ 生活保護法を改正し、単独での居住が困難な生活
保護受給者に対し、サービスの質が確保された施設
において、必要な日常生活上の支援を提供する仕
組みを創設

２．単独で居住が困難な方への日常生活支援

無料低額宿泊所の現状（平成27年６月）

①無料低額宿泊事業について、新たに事前届出制
を導入

②現在ガイドライン（通知）で定めている設備・運営
に関する基準について、法定の最低基準を創設

③最低基準を満たさない事業所に対する改善命令
の創設

福祉事務所が、単独での居住が困難な受給者へ
の日常生活上の支援の実施を、良質なサービス
の基準を満たす無料低額宿泊所等に委託可能と
する

無料低額宿泊所等

劣悪な宿泊所良質な宿泊所

当該住居に支援を必要とする生活保護受給者（※）が入居した
場合、福祉事務所が事業者に日常生活上の支援の実施を委
託し、その費用を事業者に交付

※ 単独での居住が困難で、無料低額宿泊所等で日常生活上の支
援を受ける必要がある生活保護受給者（福祉事務所が判断）

①行政庁への届出
事後⇒事前
（社会福祉法）

最低基準を満たす
無料低額宿泊所（社会福祉住居施設）

③改善命令の
創設

②拘束力のないガイドライン
⇒最低基準の創設
（社会福祉法）

事業の制限・
停止命令

見直しの方向性
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最低基準違反

規
制
の
強
化

面積に応じた住
宅扶助費の減
額措置の強化

調査

（社会福祉法）

劣悪な宿泊所

日常生活上
の支援を行
わない無料
低額宿泊所

日常生活上の支援を委託す
る無料低額宿泊所等の基準
の創設 （生活保護法）
※都道府県、政令市、中核市が認定

日常生活支援住居施設

日
常
生
活
上
の
支
援
を

提
供
す
る
仕
組
み
の
創
設



「障害者の住まいの場の確保を促進するための取り組みの留意点について」

【 概 要 】

１．居住支援協議会との積極的な連携について

居住支援協議会は、住宅セーフティネット法第51条に基
づき、地方公共団体（都道府県、市区町村）の住宅部局及
び福祉部局、不動産関係団体（宅地建物取引業者、賃貸
住宅管理業者、家主等）、居住支援団体（居住支援法人、
社会福祉法人、特定非営利活動法人等）等が連携し、住
宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進
等を図ることを目的とした協議会です。
特に、障害者については、家主や不動産業者等の障害
理解を促進する必要があることや、障害者グループホーム
を開設する社会福祉法人等に土地・建物の情報や建築基
準法等に関する専門知識が不足していること等の課題が
あることから、障害者総合支援法第89条の３に基づき地方
公共団体が設立する協議会（以下、障害者総合支援法に
基づく協議会）と居住支援協議会が連携し、一体的な取り
組みの実施や情報共有等を行うことが効果的です。
居住支援協議会を既に設立している地方公共団体にお
いては、障害保健福祉担当部局が居住支援協議会に参加
し、課題の共有等を早急に行うよう、お願いいたします。
また、居住支援協議会が未設立の地方公共団体におい
ても、設立までの間、障害者総合支援法に基づく協議会に、
住宅部局や不動産関係団体、居住支援団体等に参加い
ただき、課題の共有等を行うなどの対応も考えられますの
で、積極的に検討願います。

２．居住支援法人制度の活用について

障害者総合支援法第５条第16項に規定する自立
生活援助は、一人暮らしの障害者等に対して、定期
的な居宅訪問等を行い日常生活における課題を把
握し、情報提供や助言等の支援を行う障害福祉サー
ビスです。
また、居住支援法人は、住宅セーフティネット法第
40条に基づき、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等が、都
道府県からの指定を受け、住宅確保要配慮者に対し
て、住宅相談や生活支援（見守り等）等の居住支援
を行うものです。
例えば、自立生活援助を実施するＮＰＯ法人や社
会福祉法人等が、居住支援法人の指定を受けて居
住支援も行うなど、これらの制度を一体的に活用す
ることも可能です。
障害者の住まいの場の確保に向けて、自立生活援
助など障害福祉サービスを提供する事業者に対して
居住支援法人制度の周知や、居住支援協議会との
連携を働きかけるなどにより、地域の実態に応じた
効果的な支援体制の構築をご検討いただけますよう
お願いいたします。

平成30年7月13日事務連絡、各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管課宛
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

※国土交通省住宅局安心居住推進課と協議のうえ発出
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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

 障害者の重度化・高齢化への対応、医療的ケア児への支援や就労支援サービスの質の向上などの課題に対応
 改正障害者総合支援法等（H28.５成立）により創設された新サービスの報酬・基準を設定
 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率：＋0.47％

１．重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類
型を創設

２．一人暮らしの障害者の理解力、生活力等を補うための支援を行
う新サービス（前回の法改正に伴うもの）、「自立生活援助」の
報酬を設定

３．地域生活支援拠点等の機能強化

４．共生型サービスの基準・報酬の設定

１．人工呼吸器等の使用や、たん吸引などの医療的ケアが必要な障
害児が、必要な支援を受けられるよう、看護職員の配置を評価す
る加算を創設

２．障害児の通所サービスについて、利用者の状態や事業所のサー
ビス提供時間に応じた評価を行う

３．障害児の居宅を訪問して発達支援を行う新サービス（前回の法
改正に伴うもの）、「居宅訪問型児童発達支援」の報酬を設定

障害者の重度化・高齢化を踏まえた、
地域移行・地域生活の支援

医療的ケア児への対応等

精神障害者の地域移行の推進

１．一般就労への定着実績等に応じた報酬体系とする

２．一般就労に移行した障害者に生活面の支援を行う新サービス
（前回の法改正に伴うもの） 、「就労定着支援」の報酬を設定

就労系のサービスにおける工賃・賃金の向上、
一般就労への移行促進

１．計画相談支援・障害児相談支援における質の高い事業者の評価

２．送迎加算の見直し

障害福祉サービスの持続可能性の確保

１．長期に入院する精神障害者の地域移行を進めるため、グループ
ホームでの受入れに係る加算を創設

２．地域移行支援における地域移行実績等の評価

３．医療観察法対象者等の受入れの促進
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○ 障害者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として、「日中サービス支援型共同生活援助」
（以下「日中サービス支援型」という。）を創設。

○ 日中サービス支援型の報酬については、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保することを基本とする。
なお、利用者が他の日中活動サービスを利用することを妨げることがないような仕組みとする。

○ 従来の共同生活援助よりも手厚い世話人の配置とするため、最低基準の５：１をベースに、４：１及び３：１の
基本報酬を設定。

○ 日中サービス支援型共同生活援助（１日につき）
・ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅰ）

※ 世話人の配置が3:1の場合
(1) 区分６ 1,098単位
： ： ：

※ このほか、看護職員を配置した場合の加算を創設する。

○ 住まいの場であるグループホームの特性（生活単位であるユニットの定
員等）は従来どおり維持しつつ、スケールメリットを生かした重度障害者
への支援を可能とするため、１つの建物への入居を２０名まで認めた新た
な類型のグループホーム。

○ 地域における重度障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するため、短期
入所の併設を必置とする。

2～10人

短期入所１～5人

2～10人

＋

重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型の創設（日中サービス支援型）
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障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所、
医療機関、行政機関、

民生委員 等

居宅

○ 平成28年の障害者総合支援法改正において、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障

害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や

随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを創設

（「自立生活援助」）。

施設

自立生活援助
事業所

一人暮らしを希望
する障害者が移行

相談
要請

随時対応
（訪問、電話、
メール等）

定期的な居宅訪問
（月２回以上）

ＧＨ 病院 等○ 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での

一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安が

ある者 等

対象者

○ 定期的に利用者の居宅を月２回以上訪問し、

・ 食事、洗濯、掃除などに課題はないか

・ 公共料金や家賃に滞納はないか

・ 体調に変化はないか、通院しているか

・ 地域住民との関係は良好か

などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調

整を行う。

○ 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった
際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行う。

○ 標準利用期間は１年（市町村判断で延長可能）

支援内容

「自立生活援助」の報酬の設定【新サービス】

一人暮らしの継続

人間関係
生活環境
契約手続 等

連絡調整

自立生活援助サービス費（退所等から１年以内の利用者）※

① 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,547単位／月

② 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,083単位／月

※ このほか、退所等から１年を超える利用者の基本報酬も設定

基本報酬

10

http://4.bp.blogspot.com/-Bu4fl7rnORg/UYtwzjheoDI/AAAAAAAARxM/XbK9UFqJdZM/s800/walk_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-Bu4fl7rnORg/UYtwzjheoDI/AAAAAAAARxM/XbK9UFqJdZM/s800/walk_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-Bu4fl7rnORg/UYtwzjheoDI/AAAAAAAARxM/XbK9UFqJdZM/s800/walk_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-Bu4fl7rnORg/UYtwzjheoDI/AAAAAAAARxM/XbK9UFqJdZM/s800/walk_woman.png


○ 地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親
亡き後」を見据え、障害者の生活を地域全体で支えるため、
居住支援のためのサービス提供体制を、地域の実情に応じ
て整備するもの。

○ 第５期障害福祉計画（平成30年度～32年度）では、平成
32年度末までに「各市町村又は各障害保健福祉圏域に少な
くとも１カ所の整備」を基本。

※参考：平成29年9月時点における整備状況 42市町村、11圏域
平成29年度末までに整備予定 117市町村、43圏域

（全国：1,718市町村、352 圏域）

【相談機能の強化】
○ 特定相談支援事業所等にコーディネーターの役割を担う相談支援専門員を配置し、連携
する短期入所への緊急時の受入れの対応を評価。
・ 地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位／回（月４回を限度）等

地域生活支援拠点等の機能強化

【緊急時の受入れ・対応の機能の強化】
○ 緊急の受入れ・対応を重点的に評価するために、緊急短期入所受入加算の算定要件を見直し。
・ 緊急短期入所受入加算（Ⅰ） 120単位／日 → 180単位／日（利用開始日から7日間を限度）等

【体験の機会・場の機能の強化】
○ 日中活動系サービスの体験利用支援加算を引上げ。
・ 体験利用支援加算 300単位／日 → 500単位／日（初日から５日目まで）

＋50単位／日 ※ 地域生活支援拠点等の場合 等

【専門的人材の確保・養成の機能の強化】
○ 生活介護に重度障害者支援加算を創設。
・ 重度障害者支援加算 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者の配置 7単位／日（体制加算） 等

【地域の体制づくりの機能の強化】
○ 支援困難事例等の課題検討を通じ、地域課題の明確化と情報共有等を行い、共同で対応していることを評価。
・ 地域体制強化共同支援加算 2,000単位／月（月１回限度）

地域生活支援拠点等

【相談】

【緊急時受入れ】

【地域の体制づくり】

【体験の機会】

【専門性】
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○ 長期に入院する精神障害者等の地域移行を進めていくため、地域生活支援拠点等の整備を促進し、その機能の充実・強化を更に進める
とともに、生活の場であるグループホームを確保し、地域相談支援等の既存サービスや新たに創設された自立生活援助の活用により、
関係機関・関係者による連携や、サービスを複合的に提供できる体制を強化する。

て

て

て

一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対
応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点か
ら、適時のタイミングで適切な支援を行う。

精神科病院等に１年以上入院していた精神障害者に
対して、地域で生活するために必要な相談援助等を
社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等が実
施することを評価。

精神科病院等からの地域移行を促進するため、地域
移行実績や専門職の配置、病院等との緊密な連携を
評価した新たな基本報酬を設定。

医療観察法対象者や刑務所出所者等の社会復帰を
促すため、訓練系、就労系サービス事業所におい
て、精神保健福祉士等の配置や、訪問により支援
を実施していることを評価。

精神障害者の地域移行の推進

相談の機能、緊急時の受け入れ・対応の
機能、体験の機会・場の機能、専門的人
材の確保・養成の機能、地域の体制づく
りの機能について、新たに加算等により
評価。

自立生活援助による訪問支援【再掲】

グループホームにおける精神障害者の支援の評価 地域移行支援における地域移行実績等の評価

医療観察法対象者の受入れ促進

地域生活支援拠点等【再掲】
による地域全体で支える

提供体制の構築

精神障害者地域移行特別加算 300単位／日
（退院から１年以内）

（新）地域移行支援サービス費（Ⅰ）3,044単位／月

社会生活支援特別加算 480単位／日

自立生活援助サービス費
利用者数を地域生活支援員の
人数で除した数が

30未満 1,547単位／月
30以上 1,083単位／月

※ 加えて、日中サービス支援型共同生活援助
（再掲）において、重度・高齢の精神障害者に
対する支援を実施。

【相談】 【体験の機会】

日中活動系
サービス

【専門性】

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター

【緊急時受入れ】

短期入所

【地域の体制づくり】
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障
害
者
の
住
ま
い
の
場
の
確
保
を
促
進
す
る
た
め
の
取
り
組
み
の
留
意
点
に
つ
い
て

 

  

平
素
よ
り
、
障
害
福
祉
行
政
の
推
進
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 
 

さ
て
、
障
害
者
の
住
ま
い
の
場
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
及
び
国
土
交
通
省
が
連
携

し
、
様
々
な
施
策
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
更
な
る
充
実
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

 

障
害
保
健
福
祉
行
政
に
お
い
て
は
、
平
成

2
8
年
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

1
7
年
法
律
第

1
2

3
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い

う
。
）
を
改
正
し
て
、
理
解
力
や
生
活
力
に
不
安
の
あ
る
障
害
者
の
一
人
暮
ら
し
を
支
援
す
る
サ
ー

ビ
ス
で
あ
る
「
自
立
生
活
援
助
」
を
創
設
し
、
平
成

3
0
年

4
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

一
方
、
住
宅
行
政
に
お
い
て
は
、
平
成

2
9
年
に
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供

給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
9
年
法
律
第

1
1
2
号
。
以
下
「
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
」

と
い
う
。
）
を
改
正
し
、
平
成

2
9
年

1
0
月
か
ら
新
た
な
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度
の
運
用
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。

 

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
障
害
者
の
住
ま
い
の
場
の
確
保
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
促
進
さ
れ
る

よ
う
、
特
に
留
意
す
べ
き
事
項
を
別
紙
の
と
お
り
整
理
し
ま
し
た
の
で
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お

か
れ
て
は
、
福
祉
部
局
と
住
宅
部
局
が
密
接
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
必
要
な
施
策
の
充
実
、
強

化
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
 

な
お
、
都
道
府
県
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
管
内
市
町
村
（
指
定
都
市
、
中
核
市
を
除
く
。
）
あ
て

通
知
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

ま
た
、
本
事
務
連
絡
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
と
協
議
済
み
で
あ
る
旨
、
申
し
添
え
ま
す
。

 

  
（
担
当
）

 

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課

 

地
域
生
活
支
援
推
進
室

 
地
域
移
行
支
援
係

 
冨
原
、
又
川

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：

0
3
-5

2
5
3
-1

1
1
1
（
内
線

3
0
4
5
）
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別
 
紙

 

 
 

 

障
害
者
の
住
ま
い
の
場
の
確
保
を
促
進
す
る
た
め
の
取
り
組
み
の
留
意
点

 

  １
．
居
住
支
援
協
議
会
と
の
積
極
的
な
連
携
に
つ
い
て

 

 
 

 
居
住
支
援
協
議
会
は
、
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
第

5
1
条
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体

（
都
道
府
県
、
市
区
町
村
）
の
住
宅
部
局
及
び
福
祉
部
局
、
不
動
産
関
係
団
体
（
宅
地
建
物
取

引
業
者
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
、
家
主
等
）
、
居
住
支
援
団
体
（
居
住
支
援
法
人
、
社
会
福
祉
法

人
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
）
等
が
連
携
し
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
民
間
賃
貸
住
宅
へ
の

円
滑
な
入
居
の
促
進
等
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
協
議
会
で
す
。

 

 
 

 
特
に
、
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
家
主
や
不
動
産
業
者
等
の
障
害
理
解
を
促
進
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
や
、
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
開
設
す
る
社
会
福
祉
法
人
等
に
土
地
・
建
物
の
情
報

や
建
築
基
準
法
等
に
関
す
る
専
門
知
識
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
等
の
課
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

障
害
者
総
合
支
援
法
第

8
9
条
の
３
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
が
設
立
す
る
協
議
会
（
以
下
、

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
協
議
会
）
と
居
住
支
援
協
議
会
が
連
携
し
、
一
体
的
な
取
り
組

み
の
実
施
や
情
報
共
有
等
を
行
う
こ
と
が
効
果
的
で
す
。

 

 
 

 
居
住
支
援
協
議
会
を
既
に
設
立
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
障
害
保
健
福
祉
担

当
部
局
が
居
住
支
援
協
議
会
に
参
加
し
、
課
題
の
共
有
等
を
早
急
に
行
う
よ
う
、
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

 

ま
た
、
居
住
支
援
協
議
会
が
未
設
立
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
設
立
ま
で
の
間
、
障

害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
協
議
会
に
、
住
宅
部
局
や
不
動
産
関
係
団
体
、
居
住
支
援
団
体
等

に
参
加
い
た
だ
き
、
課
題
の
共
有
等
を
行
う
な
ど
の
対
応
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
積
極
的
に

検
討
願
い
ま
す
。
 

 

２
．
居
住
支
援
法
人
制
度
の
活
用
に
つ
い
て

 

 
 

 
障
害
者
総
合
支
援
法
第
５
条
第

1
6
項
に
規
定
す
る
自
立
生
活
援
助
は
、
一
人
暮
ら
し
の
障

害
者
等
に
対
し
て
、
定
期
的
な
居
宅
訪
問
等
を
行
い
日
常
生
活
に
お
け
る
課
題
を
把
握
し
、
情

報
提
供
や
助
言
等
の
支
援
を
行
う
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

 
 

 
ま
た
、
居
住
支
援
法
人
は
、
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
第

4
0
条
に
基
づ
き
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
や
社
会
福
祉
法
人
等
が
、
都
道
府
県
か
ら
の
指
定
を
受
け
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
し
て
、

住
宅
相
談
や
生
活
支
援
（
見
守
り
等
）
等
の
居
住
支
援
を
行
う
も
の
で
す
。

 

例
え
ば
、
自
立
生
活
援
助
を
実
施
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
社
会
福
祉
法
人
等
が
、
居
住
支
援
法

人
の
指
定
を
受
け
て
居
住
支
援
も
行
う
な
ど
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
一
体
的
に
活
用
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
。
障
害
者
の
住
ま
い
の
場
の
確
保
に
向
け
て
、
自
立
生
活
援
助
な
ど
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
に
対
し
て
居
住
支
援
法
人
制
度
の
周
知
や
、
居
住
支
援
協
議
会
と
の
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連
携
を
働
き
か
け
る
な
ど
に
よ
り
、
地
域
の
実
態
に
応
じ
た
効
果
的
な
支
援
体
制
の
構
築
を

ご
検
討
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

 ３
．
障
害
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
調
査
研
究
に
つ
い
て

 

 
 

 
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
障
害
福
祉
施
策
に
関
す
る
課
題
や
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
等
を

目
的
と
し
て
障
害
者
総
合
福
祉
推
進
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、
平
成

2
9
年
度
に
は
杉
並
区
に

お
い
て
「
障
害
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
調
査
研
究
」
に
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
報
告
書

を
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

 

 
 

 
こ
の
報
告
書
で
は
、
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
整
備
や
障
害
者
の
民
間
賃
貸
住
宅
利
用
の

際
に
生
じ
る
課
題
と
方
策
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
居
住
支
援
協
議
会
等
が
参

加
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
組
織
の
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
た
め
、
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
 

 

（
参
考
：
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

 

平
成

2
9
年
度
障
害
者
総
合
福
祉
推
進
事
業

 

障
害
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書

 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
c
o
n
t
e
n
t
/
1
2
2
0
0
0
0
0
/
0
0
0
3
0
7
9
2
6
.
p
d
f
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参
 
考

 

○
居
住
支
援
協
議
会
 

○
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
 

 
（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
協
議
会
）
 

第
五
十
一
条
 
地
方
公
共
団
体
、
支
援
法
人
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
を
い
う
。
）
、

賃
貸
住
宅
を
管
理
す
る
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
民
間
賃
貸
住
宅
へ
の
円

滑
な
入
居
の
促
進
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
又
は
民
間
賃
貸
住
宅
の
賃

貸
人
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
民
間
賃
貸
住
宅
へ
の
円
滑
な
入
居

の
促
進
に
関
し
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
協
議
会

（
以
下
「
支
援
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
・
３

 
（
略
）
 

 

○
居
住
支
援
法
人
 

○
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
 

 
（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
）
 

第
四
十
条

 
都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
の

営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
又
は
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
居
住
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す

る
会
社
で
あ
っ
て
、
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
支
援
業
務
」
と
い
う
。）

に
関
し
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者

居
住
支
援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。）

と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
 
職
員
、
支
援
業
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
支
援
業
務
の
実
施
に
関
す
る

計
画
が
、
支
援
業
務
の
適
確
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
前
号
の
支
援
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
確
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術

的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
役
員
又
は
職
員
の
構
成
が
、
支
援
業
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。
 

四
 
支
援
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
支
援

業
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
業
務
を
公
正
か
つ
適
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
 

（
業
務
）
 

第
四
十
二
条
 
支
援
法
人
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も

の
と
す
る
。

 
 

一
 
登
録
事
業
者
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
登
録
住
宅
入
居
者
の
家
賃
債
務
の
保
証
を
す
る
こ
と
。 

二
 
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
賃
貸
住
宅
へ
の
円
滑
な
入
居
の
促
進
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談

そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

 

三
 
賃
貸
住
宅
に
入
居
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
情
報
の
提

供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。
 

四
 
前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。
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○
自
立
生
活
援
助
 

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
抄
）
 

第
五
条

 
（
略
）
 

一
～
十
五
 
（
略
）
 

十
六

 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
立
生
活
援
助
」
と
は
、
施
設
入
所
支
援
又
は
共
同
生
活
援
助
を
受

け
て
い
た
障
害
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
者
が
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日

常
生
活
を
営
む
上
で
の
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
、
定

期
的
な
巡
回
訪
問
に
よ
り
、
又
は
随
時
通
報
を
受
け
、
当
該
障
害
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要

な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
援
助
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
 

十
七
～
二
十
八

 
（
略
）
 

 


